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【用語の説明】

BCP 事業継続計画（Business Continuity Plan）

事業リソース 人、建物、設備、ライフラインなど業務遂行に必要なもの

ボトルネック資源 事業リソースのうち使用できなくなると事業遂行に大きな影響があ
るもの

サプライチェーン 原材料や部品の調達から製造・生産管理・販売・配送までを、一連
の流れとしてとらえる考えのこと

BCM 事業継続マネジメント（Business Continuity Management）
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Ⅰ．はじめに

本書は、「滋賀県版ＢＣＰ策定シート」を使用してＢＣＰを策定する滋賀県事業者向けの「ＢＣ
Ｐ策定の手引き」です。
滋賀県に多い５つの業種にわけて作成してありますが、そのうち本書は「建設業」用です。

今まで、ＢＣＰは、なんとなく策定しなければならないのだろうが、どうやって策定すればい
いかわからない、という事業者の方も多かったと思います。本書はそのような事業者の皆様
向けに、初めての方でもわかりやすいように、穴埋め式のフォーマットである「ＢＣＰ策定シー
ト」を用意いたしました。

そして、これを活用して、実際に自社のBCPを円滑に策定できるよう、BCP策定の手順等を
解説したものが、この「ＢＣＰ策定の手引き」です。
本書を活用して、是非、積極的にＢＣＰ策定に取り組んでみましょう。

【滋賀県版ＢＣＰ策定シートの特徴】
・県内の中小企業が、自社のBCPを作成する際のひな形として活用できるものとしています。
・小規模事業者においても取り組みやすいよう、BCP策定上必須となる項目や作業をコン
パクトにまとめ、できるだけ簡潔な内容としています（下記、<使い方>参照）。

・滋賀県において特に発生リスクの高い災害等を想定したBCPを作成することを目的とし、
想定する災害等は、地震、風水害、感染症（新型コロナウイルスを念頭）としています。

・幅広い業種で活用が可能なものとしています。
・業種に応じて対応が分かれる事項については、業種に応じた策定のポイントが分かるよう
に工夫しています。

＜使い方＞
①まずは、「ＢＣＰ策定シート」を使用して、ＢＣＰの簡易版を作成しましょう。記入例を参考

にしてキーワードを中心に言葉を置いていく感じで作成してください。最初は書けること
だけで結構です。必ずしもすべてに記入する必要はありません。

②赤字はあくまで一つの「記入例」です。貴社の事業内容や組織に合わせて、適宜修正し
てください。また、限られたスペースしかありませんので、必要により適宜、付帯資料を
追加してください。

③その後、中小企業庁のホームページに掲載されているＢＣＰ策定指針の初級編・中級
編等のひな形に沿って、より詳細のＢＣＰを策定していきましょう。
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Ⅱ．想定する災害別のBCPの考え方

（１）災害の類型化
滋賀県において、ＢＣＰで想定しておくべき災害は、地震、風水害、新型感染症などがあげ

られます。
内閣府の事業継続ガイドラインは、2009年の新型インフルエンザ発生後の第2版の改訂で、

「発生のパターン」により、①発生時点で事業への影響が最も大きくなり、その後徐々に回復
していく、地震・風水害などの「自然災害」と、②世界のどこかで発生し、国内に広がるにつれ、
徐々に影響が大きくなり、パンデミック期に最大となるという「新型感染症」は、別に策定すべ
き、と整理しています。これは、災害対応や事業継続対応は、時系列に行動計画を作る必要
があることと関係があります。

さらにその後、台風や豪雨によって甚大な被害が発生したため、防災の一環で、天気予報
などの情報から発生前の対応が可能な災害については、「発生前のタイムラインを計画す
る」という考え方が普及いたしました。

以上のことから、最終的に時系列の行動計画を策定することに着目すると、発生パターン
によって次のとおり大きく3つに分類できると考えられます。様々な災害も、この3パターンでＢ
ＣＰを用意しておければ、幅広く対応できることになります。

このような違いを考慮して、「滋賀県版BCP策定シート」では、「地震版」「風水害版」「新型感
染症版」の3種類のフォーマットを用意することとし、それぞれの特徴に応じて、「発生直後」、
「初動対応フェーズ」「事業継続フェーズ」の欄を、次のように整理しています。
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項目 
突発的に発生する災害 

（地震等） 

予知可能な災害 

（風水害等） 

徐々に影響が拡大する災害

（新型感染症） 

発生直後 
避難・救助・負傷者対応 

安否確認 
「発生前の準備」を追加 「感染予防措置」に変更 

初動対応 

フェーズ 
状況確認、帰宅指示、備蓄品配布 「発生段階別の対応」に変更 

事業継続 

フェーズ 

脆弱性のあるボトルネック資源（インフラ・建物・設備・

人など）の想定と重要業務維持の対応手順、戦略 

安全配慮措置を講じた 

重要業務の実施方法 

（交替制・在宅勤務等） 

 



Ⅱ．想定する災害別のBCPの考え方

（２）自然災害（地震・風水害）BCPと新型感染症BCPの違い
自然災害BCPと新型感染症BCPの違いは、発生パターンだけではありません。業務遂行に

必要な要素のことを「事業リソース」といいますが、災害により影響を受ける事業リソースは、
自然災害と新型感染症で、次のような違いがあります。

このように「事業リソースへの影響」と「発生パターン」の違いから、BCPの検討項目も、下
図のような違いがあります。
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Ⅲ．地震版
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Ⅲ．地震版の記入要領
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1．.基本方針
• 社員（役員・従業員）の人命を守ることと地域社

会貢献は、どの企業であっても共通に重要であ
り、1は、記入例のような表現が一般的です。

• そして、2には、自社の事業にあわせて、災害時
にも止められない、または早期に再開しなけれ
ばならない中核事業は何かを考え、記入してくだ
さい。

２．被害想定
• 被害を前提に対応を検討するため、社会インフ

ラの中断（電力・通信：３日間、交通・その他：２週
間）と主要な建物の被害（全壊または半壊）を想
定してください。その他に想定される建物や設備、
在庫等の被害も合わせて記入します。

３．対応責任者
• 「統括責任者」は、社長等企業の代表者が務め

ることが一般的です。
• 「本社機能維持担当」は、安否確認や安全確保

等、大地震が発生した直後の対応実務全体を指
揮する担当者です。総務部や管理部の長が務
めることが一般的です。

• 「事業継続担当」は、優先事業の継続等、事業
継続に関する対応実務を指揮する担当者です。
建設業においては、建設部門の長が務めること
が一般的です。

４．優先事業、目標復旧時間
• 自然災害のBCPにおいては、優先事業と目標復

旧時間を定めることが大変重要です。
• 優先事業には、記入例を参考にして、「1.基本方

針」の2で記入した中核事業の中で、特に優先す
べき事業（重要な現場や重要顧客）を記入してく
ださい。停止した場合の社会、顧客、自社への
影響の大きさを念頭において検討してください。

• 目標復旧時間には、その優先事業が停止しても
許される最大の期間を、顧客のニーズ等を想定
して記入します（復旧可能時間ではありません）。

【策定シート記入例】【策定シート記入要領】



Ⅲ．地震版の記入要領

５.対応手順
（１）大地震発生直後
• 「避難場所」には、避難の際に目的地とする場所を

具体的に記入します。地域の防災マップの確認や
当該施設の管理者への相談を通じて、その場所の
安全性を確認する事が望ましいです。（通常は公共
の指定避難場所となります）

• 「救急搬送先」には、大規模災害発生時は救急車
がすぐに到着できるわけではないことを念頭に、社
員等が負傷した場合に搬送する医療施設を複数記
入します。

• 夜間・休日の大地震の発生も想定し、「参集メン
バー」には、初動対応フェーズや事業継続フェーズ
において重要な役割を果たすメンバーを記入します。

（２）初動対応フェーズ
• 「状況確認」では、本社機能維持担当の指揮の下に

社内外の状況を確認する「担当者（部門）」として、
具体的な人物（役職）または部門名を記入します。

• 「帰宅許可」の「基準」には、社員等の帰宅を許可す
る具体的な条件を記入してください。安全に帰宅で
きることが大前提となります。県や市町村からの指
示に関する情報を収集し対応することになります。

• 「備蓄品の状況」欄は、「備蓄品計算シート兼備蓄
品リスト」（Excel版補助シート）の作成でも構いませ
ん。

（３）事業継続フェーズ
• 「対応戦略」には、優先事業を目標復旧時間内で復

旧させるための大きな方針を記入します。建設業に
おいては、非被災地からの協力を得て活動する戦
略を持っておくことが重要です。

• 「資源の脆弱性（ボトルネック）」には、対応上、特に
障害となる課題や懸念事項を記入します。

• 「対応手順」は、出来るだけ具体的に記入すること
が望ましいです。記入例を参考にして、組織別、役
割別に５W１Hを考え検討していくとイメージしやすく
なります。建設業においては、国や自治体からの委
託による交通機関の施設や公共の道路などのイン
フラ復旧工事を優先的に対応することになります。
また施工中の工事現場の継続の判断や、かつて施
工したことがある建物等の復旧工事への対応など、
迅速に情報収集し適切に対応するための計画を記
入してください。
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【策定シート記入例】【策定シート記入要領】



Ⅲ．地震版の記入要領

６.資金調達
• 「（A）経営維持費用」は、日常的に発生する

費用で大地震発生時でも変わらず支払いが
必要な費用、「（B）災害復旧費」は、大地震
発生時、復旧等のために特別に必要となる
費用です。（A）と（B）から大地震発生時に必
要となる資金の最大金額を予想します（記入
例では３ヵ月分）。

• 「（C）利用可能な手元資金（現在の現預金）」
には、現在制限なく利用できる現預金の合計、
「（D）回収可能な売掛金」には、大地震が発
生しても回収が可能と想定できる（財務面で
盤石な顧客や離れた場所に立地するため自
社と同時に被災しにくい顧客に対する売掛金
等）の金額を記入します。その他に調達可能
な資金を（E）、（F）に記入し、（C）～（F）の合
計で調達可能な資金の最大金額を予想しま
す（記入例では３ヵ月分） 。

７.事前準備
• 「５．対応手順」に書かれた計画を実行する

ために、必要な事前準備を記入します。
• 事前準備が出来ている場合には、「チェック」

欄に✔をつけ、出来ていない場合には、対応
の期限を設定し記入します。記入欄はありま
せんが、実施する責任部門も明確にしておき
ましょう。

• 事前準備には、施設・設備・備品等のハード
面の改善・強化だけではなく、代替生産の計
画や、人材の確保、重要図面や文書・データ
のバックアップ等ソフト面も含みます。
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Ⅲ．裏面 地震版
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【補足説明】
I. 本社・事業所の被害想定
• 本社・事業所の「避難場所」、「震度」、「30年震度6弱以上の揺れに見舞われる確率」を記入してください。
• 「震度」については、「滋賀県防災情報マップ」を確認し記入してください。
• 「30年震度6弱以上の揺れに見舞われる確率」については、J-SHIS地震ハザードステーションを確認し記入してください。
II. 事業所の耐震補強
• 「基本的な耐震対策」や「オフィスでの減災対策」の考え方を示しています。本社・事業所を「地震に強い事業所」とするた

めに必要な事項を確認して、不十分な点があれば今後の課題として、表面の「７．事前準備」に記入し、着実に対応する
ようにしてください。



Ⅳ．風水害版
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Ⅳ．風水害版の記入要領
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1.基本方針
• 社員（役員・従業員）の人命を守ることと地域社

会貢献は、どの企業であっても共通に重要です。
そして、自社の事業にあわせて、災害時にも止
められない、または早期に再開しなければならな
い中核事業は何かを考え、記入してください。

２.被害想定
• 被害を前提に対応を検討するため、「想定する

事態」に河川・内水の氾濫や土砂災害の想定を
記入します。「想定浸水深」には、河川・内水が
氾濫した際の想定浸水深を記入してください。そ
の他に想定される事態があれば合わせて記入し
ます。

３.対応責任者
• 「統括責任者」は、社長等企業の代表者が務め

ることが一般的です。
• 「本社機能維持担当」は、安否確認や安全確保

等、風水害が発生した直後の対応実務全体を指
揮する担当者です。総務部や管理部の長が務
めることが一般的です。

• 「事業継続担当」は、優先事業の継続等、事業
継続に関する対応実務を指揮する担当者です。
建設業においては、建設部門の長が務めること
が一般的です。

４.優先事業、目標復旧時間
• 自然災害のBCPにおいては、優先事業と目標復

旧時間を定めることが大変重要です。
• 優先事業には、企業の事業の中で、最も優先し

て考えなければならないものを具体的に記入し
ます。停止した場合の社会、顧客、自社への影
響の大きさを念頭においてください。

• 目標復旧時間には、その優先事業が停止しても
許される期間を、顧客のニーズ等を想定して記
入します（復旧可能時間ではありません）。

【策定シート記入例】【策定シート記入要領】



Ⅳ．風水害版の記入要領

５.対応手順
（１）警戒・注意フェーズ
• 「行動開始の基準」では、台風基準や警戒レベルを気

象庁等が出す基準を目安に記入します。
• 「情報収集」では、近隣の状況、気象情報、河川等氾

濫情報、行政動向、道路・交通機関情報、その他ライ
フライン情報、業務状況確認は、どの企業であっても
共通です。その他、必要な事項があれば、8に記入し
てください。

• 「対応方針の決定」、「帰宅指示」、「帰宅後の業務方
針の基本的な連絡方法」、「出社時間帯の場合の出社
方針」、「残留者に関する方針」は、総務部や人事部
が担当することが一般的です。

• 「水防設備の設置場所、土嚢の積み上げの場所の確
認、危険物流出防止措置」、「重要経営資源の計画停
止・退避」は、総務部や建設部が協力して担当するこ
とが一般的です。

（２）初動対応フェーズ
• 統括責任者は、従業員を帰宅させた後も、出社タイミ

ング等の検討のため、水災情報を自宅等にて引き続
き収集する必要があります。

• 「救急搬送先」には、風水害等発生時は救急車がすぐ
に到着できるわけではないことを念頭に、残留してい
る社員等が負傷した場合に搬送する医療施設を複数
記入します。

• 「帰宅指示が遅れた場合の残留者待機場所」は、浸
水被害が起きにくい出来るだけ高い場所を設定してく
ださい。

• 「備蓄品の状況」の項目は、記入例ですが、ヒントとし
て考えられるものを幅広くとりあげています。必ずしも
すべてを備蓄する必要はなく、会社の使命・規模等に
よって、いくつか選択して記入し、不要なものは削除し
て結構です。

（３）事業継続フェーズ
• 「対応戦略」には、重要業務を目標復旧時間内で復旧

させるための大きな方針を記入します。建設業におい
ては、非被災地からの協力を得て活動する戦略を
持っておくことが重要です。

• 「資源の脆弱性（ボトルネック）」には、対応上、特に障
害となる課題や懸念事項を記入します。

• 「対応手順」は、出来るだけ具体的に記入することが
望ましいです。記入例を参考にして、組織別、役割別
に５W１Hを考え検討していくとイメージしやすくなりま
す。建設業においては、国や自治体からの委託による
交通機関の施設や公共の道路などのインフラ復旧工
事を優先的に対応することになります。また施工中の
工事現場の継続の判断や、かつて施工したことがある
建物等の復旧工事への対応など、迅速に情報収集し
適切に対応するための計画を記入してください。
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【策定シート記入例】【策定シート記入要領】



Ⅳ．風水害版の記入要領

６.事前準備
• 「５．対応手順」に書かれた計画を実行する

ために、必要な事前準備を記入します。
• 事前準備が出来ている場合には、「チェック」

欄に✔をつけ、出来ていない場合には、対応
の期限を設定し記入します。

• 事前準備には、施設・設備・備品等のハード
面の改善・強化だけではなく、人材の確保や
重要図面や文書・データのバックアップ等ソ
フト面も含みます。
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【策定シート記入例】【策定シート記入要領】



Ⅵ．裏面 風水害版
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【補足説明】
I. 本社・事業所の被害想定
• 本社・事業所の「避難場所」、「近隣河川名」、「想定最大規模降雨時の浸水深」、「100年に一度の大雨の浸水深」、「土

砂災害危険区域等」、「危険物の流出リスク」を記入してください。
• 「近隣河川名」「想定最大規模降雨時の浸水深」「100年に一度の大雨の浸水深」等の水害リスクについては、滋賀県の

洪水浸水想定区域の情報を取得して記入してください。
• 「土砂災害危険区域等」については、滋賀県内の土砂災害警戒区域等位置図から情報を取得をして記入してください。
Ⅱ．参考資料
• 大雨の際の避難に関する警戒レベルや水害リスク、土砂災害リスクに関する基本的な情報をまとめましたので、参考資

料としてご確認ください。



Ⅴ．感染症版の記入要領

16



Ⅴ．感染症版の記入要領
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1.基本方針
• 感染症防止措置により、社員（役員・従業員）の

人命を守ることは、どの企業であっても共通に重
要であり、1は、記入例のような表現が一般的で
す。

• そして、2には、社会機能維持事業や経営インパ
クトの大きい事業の継続を、3には、それらの業
務の遂行を支えるための間接業務の継続を記
入してください。

２.事業中断リスク
• 新型感染症によるパンデミック（世界的な流行）

が発生した状況を想定した場合、発生する「直接
的影響」として、３密防止による生産性低下、感
染症発生による自社施設の一時停止、「間接的
影響」として、サプライチェーン問題、緊急事態宣
言発令等による需要の減少が考えられます。自
社で該当するものがあれば、記入してください。

３.対応責任者
• 「統括責任者」は、社長等企業の代表者が務め

ることが一般的です。
• 「本社機能維持担当」は、安否確認や感染症防

止策の実施等、感染症の発生が確認された段
階からの対応実務全体を指揮する担当者です。
総務部や管理部の長が務めることが一般的です。

• 「事業継続担当」は、優先事業の継続等、事業
継続に関する対応実務を指揮する担当者です。
建設部門や営業部門の長が務めることが一般
的です。

４.優先事業（目標レベルは６章）
• 感染症のBCPにおいては、優先事業と目標レベ

ルを定めることが大変重要です。
• 優先事業には、「社会機能維持事業」、「経営イ

ンパクトの大きい事業」、「経営（業務環境）を支
える間接部門の業務」が、企業の事業の中で、
最も優先して考えなければならないものと考えら
れます。停止した場合の社会、顧客、自社への
影響を念頭におき、具体的に記入してください。

• 目標レベルについては、「６．発生段階別の業務
目標レベル」で整理します。

【策定シート記入例】【策定シート記入要領】



Ⅴ．感染症版の記入要領

５.感染症拡大防止対策
• 「従業員の健康管理」、「勤務体制」、「感染防

止策」について、記入例を参考に作成してくだ
さい。なお、記入例は、（日本建設業連合会）
「建設業（建設現場）における新型コロナウイ
ルス感染予防対策ガイドライン」に基づく対
策」から引用して作成してあります。この資料
の原本も確認の上、貴社の実態に合わせて必
要により修正してください。（参照：Ⅶ.参考資料
_№3-3）

６.発生段階別の業務目標レベル
• 発生段階は、海外発生期、国内発生早期、国

内感染期、小康期（出典：新型インフルエンザ
等対策政府行動計画（平成２９年９月１２日
（変更））より）に分けられます。それぞれの段
階において、「４．優先事業」で設定した社会機
能維持事業、経営インパクトの大きい事業、経
営（業務環境）を支える間接部門の業務、その
他の業務、をどの程度のレベルで継続するか、
その目標のレベルがわかるように記入します。

【策定シート記入例】【策定シート記入要領】
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Ⅴ．感染症版の記入要領

７.事業継続戦略（リスクへの対応）
（１）作業空間の３密を避けるための戦略
• まず、「３密となりやすい作業場所」を記入し

ます。オフィスであればどの執務室か、また
は工事現場であればどのような場所や時間
帯で3密になりやすいか、具体的に記入してく
ださい。次にそれらの場所の「リスク回避戦
略」を記入します。「リスク回避戦略」は、テレ
ワークの実施や会議室の椅子の間引きなど、
リスクそのものをなくすための戦略が該当し
ます。「リスク低減戦略」には、マスク着用や
アルコール消毒徹底、飛沫感染防止シート
設置等のリスクを少なくするための措置を記
入してください。

（２）サプライチェーン問題（既定の調達先からの
供給停止）への対応

• 海外からの輸入に依存している部品・原材料
などがある場合は、当該国がロックダウンし
てしまうと供給がストップしてしまうことがあり
ます。このような「供給停止の可能性のある
建設資材など」を記入します。次にそれらの
資材の供給停止に対する「保有在庫での対
応」、「代替調達先の確保による対応」の可
否、実施方法等を記入します。

（３）需要量減少への対応戦略
• 感染拡大期には、政府・自治体等が不要不

急の移動を制限したり、３密となりやすい施
設の使用を制限したりします。これらによって
需要が大きく減少することがあります。その
ような需要減少の可能性がある事業（業務）
があれば、記入してください。なければ「なし」
で結構です。「ある」場合は、その対策として
「余剰となる経営資源を活かした新しい事
業」、「余剰となる人員でできる新しい事業」
を検討し記入して下さい。現時点で案がない
場合は、空欄のままでも結構です。

８.事前準備
• 「５.感染症拡大防止対策」や「７.事業継続戦

略（リスクへの対応）」を検討していく中で、必
要と感じた事前準備を記入します。

• 事前準備が出来ている場合には、「チェック」
欄に✔をつけ、出来ていない場合には、対応
の期限を設定し記入します。

• 事前準備には、感染防止対策だけではなく、
新規事業の準備なども含みます。

19

【策定シート記入例】【策定シート記入要領】



Ⅴ．裏面（感染症版）
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【補足説明】
Ⅰ．2020年新型コロナウイルス感染症の流行
• 政府の基本方針、発生段階別の対応計画、企業への影響をまとめましたのでご確認ください。
II. リスク分析
• 貴社における「事業中断リスク」として、感染拡大期の「３密（密集・密接・密閉）となりやすい場所・時間帯」、「生産拠点

及び調達」、「需要減少の可能性」を検討してください。その対応が、表面の「７.事業継続戦略（リスクへの対応）」です。
Ⅲ．感染者又は濃厚接触者が発覚した場合の対応
• この場合にも事業が中断することになります。この場合は保健所の指導に従って対応することになります。その大まかな

流れを参考としてまとめました。



Ⅵ．ＢＣＭ（事業継続マネジメント）

Ⅰ. BCPの策定からBCMの運用まで
・この欄は、BCP策定に着手する前に記入することをお勧めします。
・BCP策定に必要な社内体制・組織を構築します。
・委員会は、責任者・事務局・BCP策定部門で構成することが一般的です。
・スケジュールは、業務の繁忙度や委員会要員の休暇予定等を踏まえ、余裕をもって設定
します。

Ⅱ. 文書体系と維持管理
・策定したBCPが社内の文書体系上、どこに位置付けられるかを明確にしておきます。
・BCPは策定して終わりではなく、継続的に維持・改善をしていく必要があります。見直しの
タイミングを「定期」「不定期」の双方について規定します。

Ⅲ. 年間活動計画
毎年、事業年度が始まる前に、この欄の最下段にある「４．年間活動計画表」を策定・更新

します。１．～３．の項目は、「４．年間活動計画表」を策定する前工程という位置づけです。

１．分析・対策の見直しの観点の確認
・BCP策定時に検討した内容や対策に関する見直しの要否を確認します。
・見直しの観点については、記入例を参照してください。

２．事前対策等の進捗管理
・地震版・風水害版・感染症版のそれぞれで、事前対策等を計画しています。
・策定した対策が計画どおりに実施されているかを点検する時期を設定します。
・「実施状況」欄は、年間活動計画策定時の状況を記載します。

３．教育・訓練
策定したＢＣＰの内容を、災害等に対応する関係者に周知し、実践できるように訓練を行う

ことが重要です。年に１回は、必ず訓練を実施しましょう。

［出典：内閣府事業継続ガイドライン第3版 解説書より］
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Ⅵ．BCM編
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Ⅶ．参考資料

１．ＢＣＰ策定の考え方についての参考資料

２．災害関係の参考資料

３．新型感染症関係の参考資料

23

No 資料名称 URL

1 内閣府事業継続ガイドライン第3版
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/keizoku/pdf/guide
line03.pdf

2 中小
企業庁

①ＢＣＰ策定運用指針
②中小企業ＢＣＰ支援ガイドブック
③ＢＣＰ等の取組事例集

https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/

3 中小企業庁「事業継続力強化計画」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizoku
ryoku.htm

No 資料名称 URL

1

滋賀県地域防災計画

（風水害等対策編・震災対策編・事故災害対
策編・原子力災害対策編・参考編・災害時応
援協定編）

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/bousai/sougo/12559.ht
ml

2

滋賀県防災情報マップ
・水害リスクマップ
・土砂災害リスクマップ
・地震リスクマップ

・原子力災害対策を重点的に実施すべき地域
（UPZ）
・山地災害危険地区マップ
・液状化危険度分布マップ

https://shiga-bousai.jp/dmap/top/index

3 防災科研のJ-SHIS地震ハザードステーション http://www.j-shis.bosai.go.jp/map/

4 内閣府防災情報のページ
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/h30_hinank
ankoku_guideline/pdf/keikai_level_chirashi.pdf

5 地点別浸水シミュレーション検索システム http://suiboumap.gsi.go.jp/

No 資料名称 URL

1 業種別ガイドライン - 新型コロナウイルス
(COVID-19)感染症対策 （全業種のまとめ）

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf?202010
26

2 日本経済団体連合 オフィスにおける新型コ
ロナウイルス感染予防対策ガイドライン

https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/040_guideline1.h
tml

3
日本建設業連合会 建設業（建設現場）にお
ける新型コロナウイルス感染予防対策ガイド
ライン

https://www.nikkenren.com/rss/topics.html?ci=1576&ct=6

4 内閣官房 新型インフルエンザ等対策ガイド
ライン

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku/pdf/h300621g
l_guideline.pdf

5 滋賀県 新型コロナウイルス感染症に関する
滋賀県の状況について

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/ya
kuzi/309252.html

6 滋賀県 新型コロナウイルス感染症に関する
支援制度

https://stopcovid19.pref.shiga.jp/support/01_01/

滋賀県商工観光労働部中小企業支援課

〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号

ＴＥＬ：077-528-3731 ＦＡＸ： 077-528-4871


